
和泉市子どもすこやか広場事業（どろんこ子ども会）実施要綱 
 
（目的） 

第１条 この要綱は、和泉市立青少年センタ－条例（昭和５４年和泉市条例第２号）第１

条及び第３条の規定に基づき、子どもすこやか広場事業（どろんこ子ども会）（以下「ど

ろんこ」という。）を実施するため、必要な事項を定めるものとする。 
（対象者） 

第２条 対象児童は、次の各号のすべてに該当する者とする。 
（１）和泉市に居住し、かつ、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）に記録され

ていること。 
（２）学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に規定する小学校の第１学年から第６学

年までに在籍していること。 
（３）富秋中学校及び、信太中学校の校区に属する５小学校並びに隣接する伯太小学校

及び黒鳥小学校の児童であること。 
２ 前項の規定にかかわらず、入会することに相当の理由があると教育委員会（以下「委

員会」という。）が認めた場合は、入会することができる。 
（申請及び許可） 

第３条 児童をどろんこに入会させようとする保護者は、別に施行要領で定めるところに

より、委員会に申請し、その許可を受けなければならない。 
（不許可等） 

第４条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、入会を許可せず、又は出席を

停止し、若しくは許可を取り消すことができる。 
（１）児童が第２条に規定する資格を有しないとき又は喪失したとき。 
（２）保護者が会費を滞納したとき。 
（３）前２号に掲げるもののほか、管理運営上、支障があると認められるとき。 
（会費） 

第５条 どろんこに入会した児童の保護者は、会費を納付しなければならない。 

２ 会費の額は、児童１人につき月額４，０００円とし、特別会費は児童１人につき月額

を別表に定める額とする。ただし、同一世帯で２人以上の児童が入会するときは、その

うち１人を除く他の児童の会費は、１人につき月額を半額とする。 

３ 前項に定めるもののほか、延長利用（通常の利用時間を超えてどろんこを利用するこ

とをいう。）に係る料金の額は、児童１人につき月額１，５００円とする。 

４ 委員会は、特別の事由があると認めるときは、会費を減額し、又は免除することがで

きる。 



５ 既納の会費は、還付しない。ただし、委員会が特別の事由があると認めるときは、こ

の限りでない。 
（補則） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。 
附 則 

１ この訓令は、平成１８年４月１日から施行する。 
２ 平成１８年度及び平成１９年度に限り、別表中「４,０００」とあるのは「３,０００」

と、「３,０００」とあるのは「２,０００」と、「３００」とあるのは「２００」とする。 
附 則 

この訓令は、平成２４年７月９日から施行する。 
   附 則 

 この訓令は、平成３０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この訓令は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

別表（第５条関係） 

日数区分 特別会費（円） 

１日から４日まで １，０００ 

５日から８日まで ２，０００ 

９日以上 ４，０００ 

 


